
別紙 

議案第１０９号三次市行政組織条例等の一部を改正する条例（案）  

に対する修正案  

 

議案第１０９号三次市行政組織条例等の一部を改正する条例（案）の一部を

次のように修正する。 

 

第１条中 

「 

 第２条中第９号を第１０号とし，第４号から第８号までを１号ずつ繰り下げ，

第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 支所部 

第５条（見出しを含む。）中「地域振興部」を「地域共創部」に改める。 

第１４条を第１５条とし，第６条から第１３条までを１条ずつ繰り下げ，第 

５条の次に次の１条を加える。 

（支所部の事務分掌） 

第６条 支所部において分掌する事務は，おおむね次のとおりとする。 

⑴ 支所の統括に関すること。                    

」 

を 

「 

第５条（見出しを含む。）中「地域振興部」を「地域共創部」に改める。 

」 

に改める。 

第３条中 

「 

 第１１条第２項中「，教育委員会教育次長」を「及び教育委員会教育部長」 

に改め，「及び三次市支所設置条例施行規則（平成１６年三次市規則第５号） 

第３条に規定する支所長」を削る。 

                  」 

を 

「 

 第１１条第２項中「，教育委員会教育次長」を「，教育委員会教育部長」 

に改める。 

  」 



に改める。 

 第４条を削り，第５条を第４条とし，第６条を第５条とする。 



（以下参考） 

三次市行政組織条例等の一部を改正する条例（案）修正案新旧対照表 

第１条（三次市行政組織条例の一部改正） 

修   正   案 現       行 

（設置） （設置） 

第２条 市に次の部を置く。 第２条 市に次の部を置く。 

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略 

⑶ 地域共創部 ⑶ 地域振興部 

⑷～⑼ 略 ⑷～⑼ 略 

（地域共創部の事務分掌） （地域振興部の事務分掌） 

第５条 地域共創部において分掌す

る事務は，おおむね次のとおりとす

る。 

第５条 地域振興部において分掌す

る事務は，おおむね次のとおりとす

る。 

 ⑴～⑿ 略 ⑴～⑿ 略 

第３条（三次市における法令遵守の推進等に関する条例の一部改正） 

修   正   案 現       行 

（防止対策委員会の組織） （防止対策委員会の組織） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 委員長は，三次市副市長の事務

分担に関する規則（平成２０年三次

市規則第３４号）（以下この項におい

て「事務分担規則」という。）第２条

第１号に掲げる副市長をもって充

て，副委員長は，事務分担規則第２

条第２号に掲げる副市長をもって充

て，委員は，教育長，三次市行政組

織規則（平成１６年三次市規則第３

号）第６条に規定する部長等，市立

三次中央病院病院長，市民病院部事

務部長，議会事務局長，教育委員会

教育部長及び三次市支所設置条例施

行規則（平成１６年三次市規則第５

号）第３条に規定する支所長をもっ

て充てる。 

２ 委員長は，三次市副市長の事務

分担に関する規則（平成２０年三次

市規則第３４号）（以下この項におい

て「事務分担規則」という。）第２条

第１号に掲げる副市長をもって充

て，副委員長は，事務分担規則第２

条第２号に掲げる副市長をもって充

て，委員は，教育長，三次市行政組

織規則（平成１６年三次市規則第３

号）第６条に規定する部長等，市立

三次中央病院病院長，市民病院部事

務部長，議会事務局長，教育委員会

教育次長及び三次市支所設置条例施

行規則（平成１６年三次市規則第５

号）第３条に規定する支所長をもっ

て充てる。 

 


